
観光地・観光産業における人材不足対策事業 事務局

事業説明会 3月19日（水）13:30～
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本日の説明会プログラム

事務連絡13:30～13:35

【第１部】 観光庁 人材不足対策事業説明

01.事業背景

02.事業概要

03.申請のポイント

13:35～14:15

【第２部】

01.中小企業庁 中小企業省力化投資補助金事業説明

02.厚生労働省 「賃上げ」支援助成金パッケージ説明

14:15～14:45



事務連絡

＜共通連絡事項＞

・録画、録音、投影資料の無断使用は禁止させていただきます

・本日の説明会の内容は、後日特設WEBサイト上に公開します

＜第一部連絡事項＞

・説明会の最後に、アンケートと一緒に質問の受付を行います

・受付けた質問は後日、特設WEBサイト上のFAQに反映します

・質問の内容によって、事務局判断で回答を差し控える場合があります

・説明会後の問い合わせは、 本日15:00以降、電話と特設Webサイト上の問合せフォームで受付けます
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本日の説明会プログラム

事務連絡13:30～13:35

【第１部】 観光庁 人材不足対策事業説明

01.事業背景

02.事業概要

03.申請のポイント
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【第２部】

01.中小企業庁 中小企業省力化投資補助金事業説明
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挨拶・事業背景01.
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観光庁 観光産業課
総括課長補佐 村瀨崇史



事業概要02.
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どんな補助金なのか02.
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宿泊施設において実施する人手不足の解消に資するシステム、設備及び備品の購入、導入及び設置に要する経費について、

補助率2分の1を補助額上限500万円の範囲で支援します

事業概要

事業の背景

• インバウンドをはじめとする観光客数の増加に伴い、国内における観光需要が急速に回復

• 一方、観光客の受け皿となる宿泊業における人手不足が顕著



誰が補助を受けられるのか02.
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事業概要

宿泊事業者

※旅館業法（昭和23年法律第138号）第3条第1項に規定する許可を受けた者

次の①又は②のいずれかに該当すること

① 計画申請時点において、「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに

基づく登録制度」の登録を受けている者、又は同制度の登録申請をしている者

② 有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社及び関連会

社であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度の認定を取得済み又

は1年以内に取得予定である者

補助対象者

補助

要件
⇒詳細は

後述

（1）

（2）

地域（DMO・地方公共団体・観光協会・宿泊団体支部・公立学校、その他地

域で活動する団体）と連携し、

地域一体での求人活動等、人手不足解消のための具体的な取組（PR活動・セ

ミナー、イベントの参加又は開催）を行っていること

• 例）宿泊施設が所在するOO自治体が主催する人材採用セミナーに施設の従

業員が参加した場合等



申請するにあたっての制限は何か02.
事業概要

公募全体での申請数の上限

• 1事業者につき、公募全体で上限３施設まで計画申請及び、交付決定を受けることが可能

• 1施設につき、公募全体で上限1回まで交付決定を受けることが可能

 ※一次公募で申請が不採択となった施設が二次公募（実施有無は未定）に申請することは可能

• 過年度に本事業にご申請いただいた方も、今年度申請することが可能

9

補助対象外

となる施設

× 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第6項に規定する

店舗型性風俗特殊営業を営む者である場合、申請不可

× その他、人手不足の解消が見込まれない宿泊施設である場合、申請不可

 例）従業員が完全無人での宿泊施設であり、そもそも省人化すべき業務が一切存在しない

 ※家族経営で従業員が存在しない場合、常時雇用を行っていないが、アルバイト等の従業員がいる

   場合等は申請可能

宿泊事業者

宿泊施設A 宿泊施設B 宿泊施設C 宿泊施設D

…

宿泊施設

1宿泊施設につき上限1回まで交付決定可能

※アイコンはあくまで補助物品のイメージです

1宿泊事業者につき上限3宿泊施設まで交付決定可能

補助額上限500万円
補助率1/2
（1申請に複数物品を
含むことが可能）



施設がどの営業状態の時に、申請が出来ないか02.
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事業概要

※計画申請時点以降でも完了実績報告時までに、営業許可の承継等により事業期間中に申請者が変更となる場合、交付決定の取消となります。

未開業

計画申請時の状態 事例申請の可否

完了実績報告までに

再開予定なし（不明）

完了実績報告までに

営業再開が確実

休業中

開業中

閉業中

完了実績報告までに

営業状態の変更予定なし

売却予定/閉業予定がある

営業許可の継承予定がある

申請可能

申請不可

申請不可

申請不可

申請可能

申請不可

申請不可

• 計画申請期間以降に新規に旅館/ホテルを開業（旅館業法上の許可の取得をこ

れから行う、営業開始がまだされていない等）する場合等

※未開業の場合、関連業務の現状を踏まえた設備・システム等の導入により、生産性向上・業務効率化が

  見込めるものではないため、申請できません。

• 計画申請時点では営業中だが、実績完了報告までに売却を検討している等

• 計画申請時点では営業中だが、実績完了報告までに閉業を検討している等

ー

• 実績完了報告までに施設の建て直しや所有権の変更等により、営業許可の状態

が変更する等

• 計画申請時点で休業中であり、営業再開日が明確に決まっていない場合

• 営業再開日が明確に決まっているが、再開が完了実績報告時以降の予定である場合

• 施設の改修により計画申請時点で休業中だが、公式サイト上にて営業再開日が

明確に公表されており、完了実績報告までに営業を再開する場合等

ー



宿泊施設の経営形態ごとの要件は何か02.
事業概要

経営形態

補助要件

を満たす主体

追加で提出が

必要な書類

運営委託
契約

賃貸借
契約

賃貸料 運営委託料

施設所有者＝施設運営者 施設所有者 運営者 運営者施設所有者

なし
賃貸借契約書等の両者の関係を示す証跡

※申請者が補助要件を満たす場合には不要

運営委託契約書等の両者の関係を示す証跡

※申請者が補助要件を満たす場合には不要

所有直営 賃貸借 運営委託

申請者

(施設所有者＝施設運営者)
施設所有者または運営者

申請者 補助事業を実施（本事業における申請経費の負担し、取得する設備等を所有・管理する）する者
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補助事業を実施する宿泊施設の所有者と運営者が異なる場合の申請要件

• 宿泊事業者でない者も、当該宿泊施設を所有又は運営する宿泊事業者と運営委託関係又は賃貸借関係等にある場合に限って、

補助対象事業者になる

• ただし、補助事業を実施する宿泊施設の所有者又は運営者のどらかが旅館業法に規定する許可を受けていることが必要

• 所有者または運営者のどちらかが補助要件を満たすことが必要



この補助金で何ができるのか02.
事業概要

区分

事業計画書定義

区分A

区分B

公募要領に定めるカテゴリーに含まれる製品

R6年度事業時に申請が多くあり、事務局として

省力化効果があると事前に認定する製品

※区分Aにあたるか否かは公募要領上の定義を確認

※最終的な区分Aの該当有無は事務局判断

補助金の対象となる経費

① 宿泊施設において実施する人手不足の解消に資するシステム、設備及び備品の購入経費

② ①に係る導入及び設置に要する経費（システム、設備及び備品の購入、導入及び設置に附随する経費を含む。）

※月額・年額で使用料金が定められている形態の製品及び、その保守に要する経費は最大2年分の費用が補助対象

となる。ただし、前払いが可能で、精算時までに支払いが完了するものに限る。

申請理由の記載が不要

申請理由の記載が必要

公募要領に定めるカテゴリーに含まれない製品

本物品の導入が、「宿泊施設において実施する

人手不足の解消に資する」ことの説明が必要

※宿泊施設の運営に必要不可欠である人手不足の

解消に必要な設備・備品に限る。 12



区分Aにあたる製品は何か（フロント業務）02.

# カテゴリー 定義

1 自動チェックイン機

チェックイン機能、精算・会計機能を有し、専用のタブレット、機器または宿泊者のスマートフォン等で、顧客

が自動でチェックインを行えるようになる機器及びシステム。チェックアウト機能、カードキー発行機能を有し、こ

れらを自動化できる製品も含む。

※「中小企業省人化投資補助金（カタログ注文型）」にある製品の場合は補助対象外になる可能性あり

2 スマートロック・カードロック
暗証番号の入力、電子的に動作するカードやキー、スマートフォンの専用アプリなどを使って連携を行い、施

錠・解錠を行う電子錠を含む機器及びシステム。

3 施設内情報表示システム
タブレット、ディスプレイ、デジタルサイネージ、宿泊者のスマートフォン等で宿泊者向け案内や情報発信を行う

機器及びシステム。

4 翻訳・通訳システム タブレットやスマートフォン、専用機器を用いて翻訳するシステム（文章・音声で翻訳可能）。

5 POSレジ
物品販売の売上実績を商品が販売された時点で「いつ・だれに・どの商品が・どうやって・どんな価格で・いく

つ売れたか」等の情報を一元的に管理する機器及びシステム。

6 電子宿帳システム
タブレット等を使用して、宿泊台帳の情報を電子的に記録・連携・管理したり、それらの情報を印字できる機

器及びシステム。

7 キャッシュレス決済端末 宿泊客が現金を使用せずに決済を行うために、販売者に必要な機器及びシステム。

13

事業概要



02.
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区分Aにあたる製品は何か（予約・デスク業務）

# カテゴリー 定義

8 PMS（ホテル管理システム）
予約管理、フロント管理、客室管理、ゲスト情報、会計管理など宿泊施設が管理すべき情報を一元

的に管理できる基幹システム。

9
PMS（ホテル管理システム）

オプション
既存のPMSに機能を追加したり、他のシステムを連携するシステム。

10 宿泊予約システム 宿泊施設が提供する宿泊プランを、自社公式サイトから販売するための機能を提供するシステム。

11 サイトコントローラー
複数の予約サイトや自社宿泊予約システムの宿泊情報（在庫・料金設定等）を一元管理し、リアル

タイムで同期させるシステム。

12 チャットボット
宿泊施設が用意するWEBサイトやアプリ、専用の機器にて受け付けた質問に対して自動で応答するシ

ステム。

13 SMS送信サービス 宿泊客の携帯電話番号を利用して、予約確認等を自動で送信するシステム。

14 レベニューマネジメント
過去の予約データや市場動向から需要と供給のバランスを分析し、客室料金の動的な設定や在庫管

理の最適化を行うシステム。

15 会計ソフト
宿泊施設にて発生する日々の帳簿付けや請求書や領収書などの発行・管理等、宿泊施設の会計・

経理業務を効率化するシステム。

事業概要



02.
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# カテゴリー 定義

16 清掃ロボット
自律走行で床を清掃（湿式、乾式等）するシステム及び機器。

※「中小企業省人化投資補助金（カタログ注文型）」にある製品の場合は補助対象外になる

可能性あり

17 コンドルポリシャー（床洗浄機）
清掃者の手動操作により、洗浄水の散布、ブラッシング、汚水の回収ができる床清掃用の機器。

※自律走行する場合は「清掃ロボット」を選択すること

18 清掃管理システム
客室を清掃するにあたって必要な指示・報告、チェックイン･チェックアウト状況・清掃状況の管理

を行い、宿泊施設の清掃業務を効率化するシステム。

19 オゾン脱臭機 オゾンを発生させることにより、空間等の消臭・脱臭を行う機器。

区分Aにあたる製品は何か（清掃業務）
事業概要



02.
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# カテゴリー 定義

20 インカム・無線通信機
スマートフォンや無線通信機などの端末を用いて、無線を通じて従業員間の遠隔コミュニケーションを実現

するシステム及び機器。

※通常のスマートフォンのみの導入は対象にならない

21 監視カメラ
混雑状況の確認や警備等の目的で、映像を通して何らかの対象を撮影、配信、記録、管理を行うシステ

ム及び機器。

22 温度管理システム 館内や浴室内の温度を管理するためのシステム及び機器。

23 ビジネス電話システム
従業員用スマートフォン等と宿泊施設の固定電話との連携や音声による自動対応を行うシステム及び機

器。

24 混雑状況可視化システム宿泊施設内でレストランや浴室等の混雑状況を可視化するシステム。

25 労務管理システム
従業員の勤怠管理(シフト管理含む)や給与管理、労務手続きなどを効率的に行うためのシステム及び機

器。

26 在庫管理システム
在庫の過不足をなくすために在庫情報を入力し正確に在庫情報を把握することで、発注業務の効率化

や在庫管理の改善を行うシステム及び機器。

区分Aにあたる製品は何か（バックサポート業務）
事業概要



02.
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# カテゴリー 定義

27
スチームコンベクション

オーブン

プログラム機能を持ち、料理、食材ごとの加熱時間、温度、多様な加熱調理方法等を登録することで大量

な料理の調理を自動で行うシステム及び機器。

※「中小企業省人化投資補助金（カタログ注文型）」にある製品の場合は補助対象外になる可能性あり

28 オーダーシステム
オーダーエントリーシステム（OES）やセルフオーダーシステム、モバイルオーダーシステム等と呼ばれ、利用者がタ

ブレットやスマートフォンを使用して注文を行う機能や、注文を厨房に伝える機能の一部または全部を含むシス

テム及び機器。

29 冷凍庫 内部を-20℃以下の低温で食材などを入れておくことで食材を保管する機器。

30 真空包装機 フィルムや袋のなかの空気を抜いて食材を真空パックする機器。

31 配膳ロボット
各種センサにより人や障害物を回避しながら自律走行を行い、料理や飲み物等を人に代わって注文された

料理の配膳・下膳を行うシステム及び機器。

※「中小企業省人化投資補助金（カタログ注文型）」にある製品の場合は補助対象外になる可能性あり

32 小荷物専用昇降機
宿泊施設内の多層階間において、小荷物を運搬する機器。

※荷物専用のため、人の搭乗はできない

区分Aにあたる製品は何か（食事の準備・配膳）
事業概要



どの物品が補助対象外なのか02.

• 別紙1にて示す「中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）」の製品カ

タログ（令和7年3月10日時点）に記載されているシステム、設備及び備品の

購入、導入及び設置に要する経費（「中小企業省力化投資補助金（カタロ

グ注文型）」の補助対象者の要件を満たす中小企業等が補助事業者となる

場合）

• 補助事業に直接関係のない経費

• 故障、老朽化した設備及び備品の単なる更新に要する経費 

• 交付決定前に発生した経費

• 事業者における経常的な経費（光熱水費、通信料、仲介手数料、保証金

等）

• 躯体の新設工事費（導入及び設置に附随する必要最低限な工事費は補助

対象経費に含む）

• 補助事業における資金調達に必要となった利子

• 法令又は条例等において義務化されている設備等の新規導入に係る工事費

• 同一事業の経費において、国（独立行政法人含む）から別途補助金が支

給されている場合

• 恒久的な施設の設置、用地取得等、補助事業の範囲に含まれ得ない経費

• 中古設備の購入費 18

• 自動等の車体購入費（宿泊施設において省人化のために特に効果が期待さ

れる車体の購入は補助対象経費に含む）

• 主に施設敷地外での利用が想定されるシステム、設備及び備品の購入、導

入及び設置に要する経費

• ウェブサイトの構築及び改修に要する経費（システムの導入に伴って要する改

修に係る費用は補助対象経費に含む） 

• 汎用性が高く、一般使用が見込まれる物品（例：事務用のパソコン、プリン

タ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機

等）の購入費（補助事業で導入するシステム及び設備等の利用にあたって

必要不可欠とされる物品購入費は補助対象経費に含む）

• 食器及び衣類等の消耗品の購入費

• 導入により新たな収入が見込まれる設備の購入費

• 外部への業務委託等に要する経費（システム等の導入・運用に付随する必

要最小限の役務提供で、システム利用料と不可分であるものは補助対象経

費に含む）

• 物品のレンタル、リース料（システム等の導入・運用に付随する必要最小限の

物品で、システム利用料と不可分であるものは補助対象経費に含む）

• 振込手数料及び収入印紙等の設備購入に要する手数料等

事業概要

公募要領上では、以下の物品を補助対象外として定義しております。申請物品が含まれていないかをご確認ください。

18



補助対象外となる「中小企業省人化投資補助金」の製品は何か02.

19

公募要領上の“補助対象外”の記載

• 「中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）」の製品カタログ（令和7年3月10日時点）に記載されているシステム、設備及

び備品の購入、導入及び設置に要する経費（「中小企業省力化投資補助金」の補助対象者の要件を満たす中小企業等が補助

事業者となる場合）

以下の手順にて対象物品が補助対象外経費かどうかをご確認ください

①対象物品が以下の「カテゴリー」にあたらないか

清掃ロボット 配膳ロボット

スチームコンベクションオーブン自動チェックイン機

確認終了
あたらない

②対象物品が特設Webサイト上の「一覧表」の中に存在しないか ※型番まで一致していないか

→特設Webサイト上に掲載されている「 「中小企業省力化投資補助金」_補助対象外リスト」を

参照すること

あたる

補助対象外
※ただし、申請者が「中小企業

省人化投資補助金」の補助対

象者の要件を満たさない場合に

は、本事業で申請可能となります。

存在する

存在しない

事業概要



同一の物品の
購入費用に対して、
国拠出の他補助金を

充当する場合

補助対象外となる「同一事業の経費において、国（独立行政法人含む）から別途補助
金が支給されている場合」とは何か02.

公募要領上の“補助対象外”の記載

• 同一事業の経費において、国（独立行政法人含む）から別途補助金が支給されている場合

補助対象外となる場合の例

物品Aの購入費用

本事業（観光地・観
光産業における人材
不足対策事業）

その他の国拠出の
補助金

XXX施設

違う物品の費用に対して
補助金を充当する場合

補助対象となる場合の例

物品Aの
購入費用

本事業（観光地・観
光産業における人材
不足対策事業）

その他の国拠出の
補助金

XXX施設

同一の物品の
購入費用に対して、
国以外の拠出の
他補助金を充当

物品Aの購入費用

本事業（観光地・観
光産業における人材
不足対策事業）

国以外の拠出の
補助金

※該当団体に要確認

XXX施設

物品Bの
購入費用

本事業で補助を行う物品の費用に対して、国（独立行政法人含む）が拠出する補助金を充当することはできません。

国（独立法人含む）の拠出ではない地方自治体の補助金を併用する場合には補助対象になることがありますが、

その場合でも自治体の補助金が国の財源がもとになる補助金の場合には、補助対象外になりますのでご注意ください。

※補助金を併用する場合には、該当の自治体に併用可能かをご確認いただくことをおすすめいたします。

20



補助対象外となる「汎用性が高く、一般使用が見込まれる物品」は何か02.
公募要領上の”補助対象外”の記載

汎用性が高く、一般使用が見込まれる物品（例：テレビ、事務用のパソコン、ディスプレイ、プリンタ、文書作成ソフトウェ

ア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機等）の購入費（補助事業で導入するシステム及び設備等の利用

にあたって必要不可欠とされる物品購入費は補助対象経費に含む）

21

事業概要

補助対象外となる場合の例 〇補助対象となる場合の例

本事業の中で新規に導入する物品が例えば、テレビ、

事務用のパソコン、ディスプレイ、プリンタ、文書作成ソ

フトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル

複合機等の他の目的で容易に使えてしまえる物品で

あり、本事業で導入する場合

例）確認稼働を減らす目的で、既存で宿泊施設で

導入している混雑可視化システムを表示させるモニター

を本事業で導入する場合

他の目的で容易に使える物品ではあるが、今年度に

本事業で省人化目的で導入する設備やシステムを導

入するにあたって、一緒に導入することが必要不可欠

である場合

例）確認稼働を減らす目的で、今年度に本事業で

導入する混雑可視化システムを利用するために必要

不可欠なモニターを一緒に導入する場合



申請のポイント03.
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本事業はどのように進んでいくか03.

23

申請のポイント

事業趣旨・制度概要の理解

参加申込・計画申請

要件の確認・申請準備

交付申請

事業実施

完了実績報告～清算

計画審査・計画採択

交付審査・交付決定

完了実績報告審査・額の確定

請求書の提出

公募要領及び、説明会資料を確認し、制度設計の把握します

計画申請にあたって必要な要件を満たしているかを確認します

補助要件の確認、手続きを進めます（詳細は次頁にて詳述）

参加申込にてアカウントを登録後、計画申請をマイページ上から実施します

※具体的な申請方法を記載したマニュアルは後日特設Weサイトにて配布

1

2

3

4

5

6

7

交付申請をマイページ上から実施します

※具体的な申請方法を記載したマニュアルは後日特設Weサイトにて配布

事務局から交付決定を受領後、補助事業を実施します

※交付決定通知を受け取る前に事業実施（発注を含む）した経費は補助対象外

事務局の求めに応じて申請の不備修正を行います

事務局の求めに応じて申請の不備修正を行います

交付申請をマイページ上から実施します

※具体的な申請方法を記載したマニュアルは後日特設Weサイトにて配布

事務局の求めに応じて申請の不備修正を行います

補助金の請求書を提出します
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公募全体のスケジュールはどのようになっているか03.

2025年 2026年

公
募
要
領
公
開

計
画
申
請
開
始

参
加
申
込
開
始

計
画
申
請
締
切

計
画
採
択

交
付
採
択

完
了
報
告
締
切

3/18 3/24
13:00

5/30
17:00

7月上旬頃

（予定）

交付申請後

順次採択
1/9
17:00

参加申込・

計画申請期間

高付加価値経営ガイドライン取得期間

事業実施期間

申請のポイント

参
加
申
込
締
切

5/23
17:00

交付申請 ・ 審査期間

交
付
申
請
締
切

11/14



必須の提出書類は何か03.

25

申請のポイント

事業計画書 設備等導入前の写真 旅館業法上の許可証 見積書・相見積書

製品のカタログ等（導入予定の
設備等が分かる資料）

申請者に関する情報のほか、補助事

業、補助対象経費についてとりまとめ
た様式

★システム上で入力するため、申請様
式の提出は不要

★詳細はシステムマニュアルを参照

申請する施設の①概観、②設備等を

導入する前の場所や作業イメージを写
真にて添付する様式

★②設備等を導入する前の場所や作
業イメージは導入する設備等毎に添付

本事業の申請要件となる申請する施設
の旅館業法上の許可証

★情報が古い場合には、旅館業法上の

許可証とともに当該情報の変更の履歴が
分かる公的書類の提出が必要

導入する設備等の見積書及び、他社から
取得した相見積書

★見積書の提出時におけるポイントは後述

申請する施設の①概観、②設備等を導入

する前の場所や作業イメージを写真にて添
付する様式

★②設備等を導入する前の場所や作業イ
メージは導入する設備等毎に添付すること

「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づ
く登録制度」登録申請受付メールの写し or 登録番号

有価証券報告書の写し 及び、
心のバリアフリー制度の取得計画書または認定証の写し

補助要件(1)にて①を選んだ場合に、以下の提出が必要となる
• 計画申請を提出した時点で未登録の場合には、管轄の運輸局に対し
て提出した証跡となる、運輸局から受領した申請の受付メールを添付

• 計画申請を提出した時点で登録済みの場合には、登録番号を入力

★登録済みの場合には受付メールは提出不要

補助要件(1)にて②を選んだ場合に、以下の提出が必要となる
• 有価証券報告書の写し

• 心のバリアフリー制度の以下のどちらかの証跡

➢ 未取得の場合、取得計画書

➢ 登録済みの場合、認定書の写し

以下、補助要件（1）にて①を選ぶか、②を選ぶかによって、どちらかの書類の提出が必要



見積書のポイントは何か03.
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申請のポイント

見積の送付先が申請者
名または、宿泊施設名
になっていること

1

見積の内訳が、一式
になっておらず、製
品名及び型番を明確
に記載していること

2

見積作成者の情報が
記載されていること

4

発行日が記載されて
いること

3

見積金額が明確に記
載されていること

※金額の税込/税抜表
示が明確であること

6
計画申請時点で見積
書の有効期限を過ぎ

ていないこと
※計画採択後、価格の変
動に伴う補助額の増額が
できないため、期限は
2025/6末以降となってい

ることが望ましい

5



必要に応じて提出必須、または任意の提出書類は何か03.
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申請のポイント

選定理由書

相見積書の提出が特別な事情によりで
きない場合には、提出すること

①補助対象の名称、②選定事業者、
③選定理由の記載が必要

履歴事項全部証明書
宿泊施設の運営委託関係又
は賃貸借関係等を示す証跡

宿泊施設の運営者と経営者が異なる場合
には、両者の関係を示す資料の提出が必要

★詳細は「宿泊施設の経営形態ごとの要件
は何か」のページにて詳述

必要に応じて

提出が必要

任意

以下、補助要件（1）にて①を選び、かつ「高付加価値経営旅館等」に登録申請いただいた方が対象

※ 「高付加価値経営旅館等」に登録し、かつ本資料のどちらかを提出する場合に優先採択される

【資料A】宿泊施設の損益管理実態が分かる資料

売上と費用の月次（週次）目標を設定し、当月実績と比較して、達
成度合いを管理している資料。

売上と費用の実績を管理していることが分かる資料の提出で代用可能

★詳細な作成ポイントは公募要領別紙を参照すること

【資料B】集客促進を目的とした顧客情報の管理や統
計分析等を実施していることが分かる資料

公式HPや公式SNSのインサイトにて閲覧数等の統計を管理している資料。
マーケティング戦略を構築する際に利活用する顧客属性（アンケートや予約情
報から集計した情報）をExcelやPMS上で集計・グラフ化していることが分か
る資料の提出で代用可

★詳細な作成ポイントは公募要領別紙を参照すること

「中小企業省力化投資補助金（カタログ注文

型）」の補助対象者の要件を満たさない事業

者が、「中小企業省力化投資補助金（カタロ
グ注文型）」のカタログ（令和7年3月10日時
点）に記載されている商品を補助対象として計
画申請する場合は提出する必要がある



採択事業者の選定にあたって優先することは何か03.
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採択に当たって優先すること

① 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度（高付加価値経営旅館等登録規程（令和5年観光庁告示

第3号））において、「高付加価値経営旅館等」の登録を受けた方、又は同制度の登録申請をされた方を優先します。
② ①に該当する事業者のなかでも、下記【資料A】または【資料B】のどちらかを提出する方を優先します。
③ 早く申請をした事業者から先に申請内容を審査し、採択する事業者を選定します。

申請のポイント

計画申請時点において、「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登

録制度」の登録を受けている者、又は同制度の登録申請をしている者

有価証券報告書を提出し、

観光施設における心のバリ

アフリー認定制度の認定を

取得済みまたは取得予定
【資料A】または【資料B】の提

出がある

「高付加価値経営旅館

等」登録済または申請中

「準高付加価値経営旅館

等」登録済または申請中

1位

〇 〇 ー ー
このうち、早く申請をし
た事業者から審査し、採
択事業者を選定

2位

ー 〇 ー ー
このうち、早く申請をし
た事業者から審査し、採
択事業者を選定

3位

ー ー 〇 ー
このうち、早く申請をし
た事業者から審査し、採
択事業者を選定

ー ー ー 〇
このうち、早く申請をし
た事業者から審査し、採
択事業者を選定

以下のような順序にて採択を行う



公募開始前に“今すぐ始めるべき”要件の確認・申請準備とは何か03.
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説明会資料をもとに、
申請要件を満たしているか

を確認する

宿泊業の高付加価値化のための
経営ガイドラインに基づく

登録制度における登録申請を行う

旅館業法上の許可証をはじめ、
その他の提出書類が不備なく
提出できる状態かを確認する

✓ 申請主体の要件を満たすか

✓ 施設の要件を満たすか

✓ 購入したい物品は補助対象か

ご不明点があれば事務局まで ご不明点があれば管轄運輸局まで ご不明点があれば事務局まで

✓ 申請書類の作成は可能か

✓ 高付加価値経営旅館等の登録がされて

いるか

✓ 上記の登録がされていない場合、申請を

行うことが出来るか

✓ 旅館業法上の許可証の情報は最新化さ

れているか提出可能か

✓ 高付加価値経営ガイドラインの登録証に

記載の情報は最新化されているか提出可

能か

✓ 運営委託等の場合には契約書等提出で

きる状態か

～0.5か月間 1.5～2か月間 ～1か月間

申請のポイント



高付加価値経営ガイドラインの取得にあたって03.
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申請のポイント

申請要件（1）①

計画申請時点において、「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度」の登録を受けている者、又は同制度の

登録申請をしている者

申請、及びお問い合わせについては宿泊施設の所在地を所管する地方運輸局等までご連絡ください。

申請書類の確認・作成

観光庁ホームページ上に掲載されているマニュアルや様式を確認し、

提出書類の準備・作成を進める。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_00013.html

1

登録申請

2

登録証の受領

3

該当する地方運輸局等にメール（沖縄総合事務局についてはフォーム）で作成し

た申請書類を提出する。申請先・申請方法については、観光庁ホームページ下部

にて確認する。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_00013.html

運輸局にて審査を実施後、登録が認められた場合には、登録証を受領する。

登録証に記載されている、登録番号・有効期限を確認する。

※計画申請または、完了実績報告時に登録番号の提出が必要



資料一覧のページは特設Webサイトのホーム画面、または以下のURLにて直接アクセスが可能です。

https://kanko-jinzai.go.jp/document/

公募要領及び、提出が必要な様式、マニュアル類を

特設Webサイトの資料一覧よりダウンロードしてください。
手順 0.

これらのボタンをクリックすると

ファイルがダウンロードされます。

公募開始後に計画申請はどのように開始すればよいか03.
申請のポイント

ファイルの一括ダウンロードも可能

です。
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https://kanko-jinzai.go.jp/document/


必ず特設Webサイトにて各公募期間をご確認の上、参加申込締切までに申し込みを

お願いします。（一次公募においては、5月23日（金）17時までとなります）

計画申請様式の作成、その他申請書類の準備が完了したら、特設Webサイトの参加申

込フォームへアクセスしてください。参加申込とは計画申請を行うシステムのアカウ

ント登録を行うことです。

1.

このボタンをクリックすると

参加申込フォームが表示されます。

手順

32

公募開始後に計画申請はどのように開始すればよいか03.
申請のポイント



法人の場合は、営業許可証と同様の

正式名称を記載してください。

参加申込フォームより、以下の必須項目を入力し、フォーム下部の「確認画面へ」を

クリックしてください。(手順3の確認画面に進みます)

2.

法人番号を半角でご入力ください。

個人事業主の方は13桁の

「9999999999999」をご入力ください。

メールアドレス / 電話番号は事務局

からご連絡する際に必要となります

ので、お間違いのないようにお願い

します。

このボタンをクリックすると

確認画面が表示されます。

手順

参加申込は1事業者につき、1回の実施となります。

(複数施設について申請する場合も1回の参加申込で構いません)
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03.
申請のポイント

公募開始後に計画申請はどのように開始すればよいか



確認画面で入力内容を確認し、「申し込む」をクリックしてください。

これで参加申込は完了です。

3.

このボタンを押すと

参加申込フォームが送信されます。

手順
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03.
申請のポイント

公募開始後に計画申請はどのように開始すればよいか



参加申込フォームの送信だけでは計画申請は終わりではありません。公募期間終了

までに、申請マイページより計画申請の提出が必要です。

手順3の参加申込フォームの送信後、入力いただいたメールアドレス宛に計画申請の

ご案内をお送りします。お送りするメールの内容に従って、引き続き申請手続を行っ

てください。(06章 申請マイページへのログイン に進みます。)

4.

万が一、メールが届かない場合には、特設Webサイトのお問い合わせフォーム、また

はお電話にてお問い合わせください。

手順

参加申込フォームの送信後、計画申請用のマイページのご案内までは2営業日程度

要しますので、締め切りに余裕をもったお申込みをお願いします。
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03.
申請のポイント

公募開始後に計画申請はどのように開始すればよいか



※システム上の都合から、基本的にはOSがWindowsのPCからアクセスしてください。

観光地・観光産業における人材不足対策事業

特設Webサイト https://kanko-jinzai.go.jp/ へアクセスしてください。

手順4で受信した計画申請のご案内メールの内容に従って、計画申請の手続きをお願い

します。

手順 5.

6.
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03.
申請のポイント

公募開始後に計画申請はどのように開始すればよいか



特設Webサイト上部右の「マイページ」をクリックすると、マイページのログイン画

面が表示されます。

手順 7.

計画申請のご案内のメールに記載されたユーザー名・パスワードを入力し、

マイページへログインしてください。以降、申請フォームが現れますので、申請をお願いします。

こちらをクリックすると右の

マイページのログイン画面が

表示されます。
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03.
申請のポイント

公募開始後に計画申請はどのように開始すればよいか

必ず特設Webサイトにて各公募期間をご確認の上、計画申請締切までに申し込みを

お願いします。（一次公募においては、5月30日（金）17時までとなります）
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本日の説明会プログラム

事務連絡13:30～13:35

【第１部】 観光庁 人材不足対策事業説明

01.事業背景

02.事業概要

03.申請のポイント

13:35～14:15

【第２部】

01.中小企業庁 中小企業省力化投資補助金事業説明

02.厚生労働省 「賃上げ」支援助成金パッケージ説明

14:15～14:45



事務連絡

＜共通連絡事項＞

・録画、録音、投影資料の無断使用は禁止させていただきます

・本日の説明会の内容は、後日特設WEBサイト上に公開します

＜第二部連絡事項＞

・中小企業庁および厚生労働省に関するご質問につきましては、人材不足対策事業にて受付けておりません

・中小企業庁 中小企業省力化投資補助金事業に関する問合せはホームページにて受付ております

・厚生労働省 「賃上げ」支援助成金パッケージに関する問合せはお近くの労働局又はハローワークにて受付ております
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中小企業省力化投資補助金事業説明01.

40

中小企業庁 経営支援支部 イノベーションチーム
参事官補佐 秋元裕太



「賃上げ」支援助成金パッケージ説明02.

41

厚生労働省



観光庁 人材不足対策事業に関する

アンケートとご質問入力フォーム

右のQRコード又はチャットに送付する下記URLからアクセスください

＜アンケート入力フォーム＞

https://forms.office.com/r/b7kKvXawgN
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https://forms.office.com/r/b7kKvXawgN
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